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「 三守

基本診療料

第 1 部

初・再診料

初診料又は再診料は，簡単な検査の費用，簡単な物理療法の費

用，簡単な処置の費用など，基本的芯診療行為の費用を含んだ点数

として規定されています。 これらの簡単な診療行為をまったく行わ

ない場合も所定点数を算定できるものであり，逆に，何回行っても

所定点数しか算定できません。 含まれる診療行為を行った場合にお

いても，診療録にその旨及び結果などを記載します。

診療行為そのものの点数のほかに加算が規定されている場合があ

り，算定要件を満たすことで加算が算定できますが，その要件を満

たしている根拠が診療録において明確に怠っていることが必要です。

例えば，初・再診料には，急患等やむを得ない事由により診療を

求められ診療時間外に診察を行った場合，時間外加算等が算定でき

ます。 その際には，診療開始時間や受診時の状況など，診療録へ記

載しなければなりません。

本書においては，診療録への記載や添付・貼付が必要となるもの

として，通知等において明確に規定されている項目について，留意

点を踏まえ芯がら解説します。

~ 
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参考/個別指導の状況 ※重複する内容は編集しました

eAOOO初診料， A001再診料

〈記載〉

- 診療内容(治療上必要な適切な指示)の記載が不十

分である。

- 聴取事項，患者の症状， 診察所見等を記載していな

し、。

-診療継続中の患者につき，新たに発生した他の傷病

で初診を行った場合には初診料は算定できない乙と

に留意し，初診料の算定根拠を明確に記載する。

- 初診時の主訴， 現病歴及び既往歴の記載が乏しい。

・ 同一日の再診について，再診に係る板拠の記載を充

実する。

患者の家族から症状を聞いて投薬した場合は，その

旨を記載する。

〈算定〉

患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行

為があった場合に，初診料を算定する。

. 再診料で算定すべきものを初診料で算定した。

- 診療継続中の患者に対し新たな傷病名により機械的

に初診料を算定した。

- 慢性疾患等， 明らかに以前受診した疾病又は負傷等

と同ーの疾病又は負傷等であると推定される場合の

診療は， 初診として取り扱わない。

-付随する一連の行為で来院した患者に対して， 初診

料又は再診料を算定した。

- 検査の必要性を認め，後日検査のみで受診した自に

算定した。

検体を持参しただけの場合に算定した。

・検査の結果のみを聞きに来た患者に対して， 再診

料，外来管理加算を算定した。

-訪問診療後に，家族等が単に薬剤を取りに来た場合

に算定した。

- 訪問診療後， 単に家族に対し処方釜を発行した場合

に算定した。

直接患者本人の診療を行わず，患者の家族が検査結

果を聞きに来たものについて再診料を算定した。

- 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関

係にある保険医療機関において過去にコンタクトレ

ンズの装用を目的に受診したことのある患者に当該

検査料を算定した場合は， 初診料を算定せず，再診

料を算定する。

コンタクトレンズを処方し眼科学的管理を行ってい

る患者に屈折異常以外の他の疾病が新たに発生した

場合は， 初診料を算定せず，再診料を算定する。

-同一日に他の傷病について，患者の意思に基づき，

別の診療科を再診として受診した場合は， 現に診療

継続中の診療科 1 つに限り再診料の注 3 に掲げる所

定点数(岡 田 2 科目)を算定できる。

-同一の保険医が別の医療機関において，同 の患者

について診療を行った場合に，最初に診療を行った

医療機関でないにもかかわらず，初診料を算定した。

施設入所者に対して特別の必要があって行う診療で

ないにもかかわらず算定した。

自他覚的症状がなく健康診断を呂的とする受診につ

いて， 初診料を算定した。

. 自他覚症状がなく健康診断を目的とする受診により

疾患が発見された患者に， 当該保険医が，特に治療

の必要性を認め治療を開始したにもかかわらず， 初

診料を算定した。

. 保険外診療に係る診断書の交付のための診療につい

て算定した。

- 療養費同意書の交付のみ行った患者について算定し

た。

- 診療情報提供書のみを受け取りに来た際に算定した。

. 訪問看護ステーションの看護師が点滴注射を実施し

た際に算定した。

.時間外加算等

〈記載〉

-受付時間等を記載し， 算定根拠を明確にする。

. システムの操作誤りで深夜加算を算定した。

- 常態として診療応需の態勢をとっているときに時間

外の取扱いをした。

急病等やむを得ない理由により受診した患者ではな

いのに，休日加算を算定した。

.夜間・早朝等加算

〈記載〉

-受付時間を記載し， 算定した根拠を明確にする。

.時間外対応加算

〈算定〉

- 時間外対応加算 1 における緊急時の対応体制につい

て， 対応者，緊急時の対応体制，連絡先等を記載し

た文書の配布や診察券への記載等により患者に対し



周知する。

.外来管理加算

〈記載〉

-算定要件を満たす診療が行われた場合には算定根拠

を明確にし，医師の指示により算定する。

〈算定〉

・ 医師が丁寧な問診と詳細な身体診察を行い，それら

の結果を踏まえて患者に対して症状の再確認を行い

つつ，病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明す

るとともに， 患者の療養上の疑問や不安を解消する

取組みを行う。

- 医師による直接の診察がないものに算定した。

患者を診察せずに看護にあたっている者から症状を

聴取したものを算定した。

-電話等再診時に算定した。

-やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状

を聞いて薬剤投与した場合に算定した。

- 童iJ傷処置，消炎鎮痛等処置，鶏眼 ・餅肱処置，精神

科専門療法等を行った日に算定した。

-処置を行っているにもかかわらず，処置料を算定せ

ず，外来管理加算を算定した。

-リハビリテ ションの実施時に算定した。

.電話等による再診

〈記載〉

- 診療依頼である旨及び聴取事項，診察所見の要点を

記載していない，又は不十分である。

.電話による診療であることを明記する。

〈算定〉

-患者又はその看護にあたっている者からの医学的な

意見の求めに対し，治療上必要な適切な指示を行う0

.療養上必要な指示を行っていない又は不十分である

にもかかわらず算定した。

医師から患者へ連絡した事案に算定した。

訪問看護を行っている看護師から治療上の意見を求

められて指示したものに算定した。

-検査結果のみを患者に報告した場合に算定した。

- 他の医療機関からの電話照会等への応対分に算定し

た。

.地域包括診療加算

〈記載〉

-初回算定時に患者の署名付きの同意書が添付されて

いない。

参考/個別指導の状況 15 

-他の保険医療機関と連携の上， 患者が受診している

医療機関を全て把握するとともに，当該患者に処方

されている医薬品を全て管理し，記載する0

・医薬品の管理は，他医療機関の処方も含め，直近の

投薬内容の全てを記載し管理する。

-投薬内容についての記載が不十分である。

他の医療機関で処方されたものも含め，患者に処方

されている医薬品の全てを記載していない。

健康診断や検診の受診勧奨を行い， その結果等を記

載していない。

お薬手帳の写しが貼付されていない，又は投薬内容

について記載していない。

〈算定〉

患者の同意を得ていないのに算定した。

-初回算定時に患者の署名付きの同意書を作成してい

ない。
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妊婦に対して初診又は再診(外来診療料を含む)を行った場合の加算です。

妊娠に直接|長Hili しない傷病への受診にも算定できます。 算定上の留意点は次の

とおりです。

e 医師が診察の l二，妊婦であると判断した場合に算定可能であり，必ず

しも妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認は必要ではない，" 1 ※ l ~ ※ 4 平30.3.30 医

e 診察|時には妊婦であるかが不明であったが，後日妊娠していることが l 療課事務述絡

判明した場合等，診察の際に医師が妊婦であると判断しなかった場合

には，遡って妊婦加算を算定できない問。

e 妊婦が感冒等の妊娠に直接関連しない傷病について受診を行った場合

であっても，初診料，再診料又は外来診療料を算定する診察を行った

場合は算定できる泊。

E盟 当日の診察で妊娠が確認された場合であっても，初診料，再診料又は

外来診療料を算定する診察を行った場合は算定できる ;:E. I 。

e 異所性妊娠，稽留流産，不全流産， JI包状奇胎の患者の場合は，妊婦の

外来診療について，妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価す

るものであることから，診療i時に当該患者であることが分かっている

場合は算定できない ;: :!)※5 平30 . 7. 1 0 医療課事

務連絡

.規定[記載]

e 診療録や診療報酬明細"番 ::t.i には，当該患者が妊婦である と判断した | ※ 6 レセプト摘要榔.レセプ

旨の記1械が必要で、ある。 (平30.3.30 医療誠事務連絡) I ト電~処理システム用コード
の表示は， r妊婦j

胆記載等のポイント

口医師が診察の上，妊婦であると判断した旨を記載する。

.記載例

症例.熱傷， 30歳， 妊娠患者，初診

10月 15 日 19 ・ 00来院(時間外)

S: 午後 6 時頃，夕食の準備中に鍋の熱湯を左手にかけてしまった。すぐ

に冷水で冷やした。 じんじんと痛む。妊娠 5 か月である。腹痛(ー)

0: 左手首~甲部長径12cm大の紅斑(++)，水泡(+) (図省略)

BP等省略，服薬なし， 妊娠患者 | ( I 妊婦であると判断した旨

A , P: II 度熱傷，消毒し軟膏を塗布。症状が落ち着くまで，継続して来 | を記載します

院すること，かつ，明日，産科ヘ通院するよう指示。診療情報提供書

作成。



A001 再診料 「注 8 J 外来管理加算

外来管理加算は， 一般病床数が200床未満の保険医療機関において算定でき

る碍診料への加算で、す。 機械診療科に関係なく算定できますが， 複数科を楳梼

する保険医療機関おいて複数科を受診 した場合を含めて， 処置， リ ハビ リ テー

ション等を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できます。

診療録に診察の所見や診療内容(具体的な治療行為等)を記載 し ますが，こ

の診療内容に処置等の加算が算定できない行為 ぷ l が含まれているか否かで算

定が異な り ます。

また，単に処置等の医療行為が行われて いな いだけでなく ， 医師が丁寧{な問

診と詳細な身体診察(視診. I偲診，打診及び触診など) を行い，それらの結果

を踏まえて患者に対して疲状の再確認を行いつつ，病状や療養上の注意点等を

懇切丁寧に説明する とと も に，患者の療養上の疑問や不安を解消する取組みを

行う必要があ り ます。

再診料は診察の古11皮算定 してい く基本的なものですが，算定もれや誤っ た算

定も多く，このよ うな嬰件を満たしている旨が診療録に記載さ れている ことが

大切です。

胆規定[記載]

患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。

.記載等のポイント

口問診の内容(主訴，現病歴等) . 理学的所見，療養上の注意等れを含

み， 記載する。

口具体的な診療行為を行った場合はその内容を記載する。

口やむを得ない事情等で患者以外の者が来院した場合問はその旨を記載

する。

.記載例

症例:小児科， 再診，急性咽頭炎. 1 0歳

0月O日祝日9 : 00来院

既往歴 ・ 0年O月O日より慢性湿疹で皮膚科通院中。軟膏塗布と 日常生活

への指導。

主訴 ・発熱

現病歴 .昨日から38度発熱， その他の症状な し

理学的所見 . 咽頭発赤， 胸部聴診雑音認めず， リ ンパ腺の腫脹なし，腹部

異常所見なし

指導内容 :薬剤の服用 ・ うがい ・ 休養・食事について

母親同伴。 本人及び母親に指導。

投薬 3 日分処方。 熱が下がれば通学しでも良い。熱が下がらない場合は

再来。

基本 A- 1 ，基本 A-2 17 

※ l 外来管理加宍Aが3平定でき

ない診療行為

慢性終術疾患管理，厚生労働

大臣が定める検査(超音波検

査等. 11出波検査等，相l'綬 ・ 筋

検査，耳1/，\ 1咽 11侯科学的検査，

IIH科学的検査，負荷試験等，

ラジオアイ ソ トープを用いた

諸検査，内視鋭検査l.第 7

音1\ リ ハビ リ テーション，第 8

音目指'i有1 1科専門療法， 第 9 部処

置，第 1 0部手術， 第 1 1 音1\麻

酔，第 1 2古1\放射線治療

(参考)

[診療内容の事例]

1 ) 問診 し，患者の訴えを総括

する

2 )身体診察によって得られた

所見及びその所見に基づく

医学的判断等の説明を行う

3 ) こ れまでの治療経過を総ま

えた ， 療養上の注意書事の説

明・ 指導を行う

4) 態者の潜在的な疑問や不安

等を汲み取る取組を行う

診察に当たっては，上記に規

定する項目のうち，患者の状態

等から必要と思われるものを行

う こ と と し，必ず しも全ての項

E'I を満たす必要はない

※ 2 n1i単な症状の確認等を行

ったのみで継続処方を行った

場合は，外来管理加算は~:定

できません

※ 3 看殺者に症状を聞いて薬

fjlJ を投与 した場合は， 外来管

理!加算は算定できません

( l 日付け. 11寺聞外等の場合

はその旨と H寺聞を記載 します

( 2 白 |旋への迎院状況や既往

歴書守;を記íl員 し ます

( 3 主訴，現病歴， 理学的所

見，指導内容， 治療方針(投

薬号事)を記.1誕 し ます

( 4 診然，投薬(加算が算定

できない行為がない等の要件

がlijJl昨) =今外来管理加算算定
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A001 再診料 「注 9J 電話等再診

自院で初診を受けた患者について，再診以後，患者又はその看護に当たって

いる者から，電話，テレビ画像等によって治療上の意見を求められ必要な指示

をした場合においても，再診料を算定することができます来 l 。 ただし，定期

的な医学管理を前提として行われる場合は算定できません問。

また，ファクシミリ又は電子メール等については，聴覚障害者に|浪られます。

この電話等再診は，患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を受け

る必要のある場合であって，医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指

示をした場合に限り算定できるものであり，例えば，単なる検査の結果の問い

合わせ等に対して検査結果を伝えることのみでは算定できません羽 3 。

来i院等の再診とは異なりますので，電話等での診療であった旨を診療録に明

記する必要があります。

.規定[記載][貼付]

ファクシミリ又は電子メ ール等による再診については，再診の求めに速やか

に応じた場合に限り算定できるものとし，この場合においては，診療録に当該

フ ァクシミ リ 等の送受信の|時刻を記載 し， その写 しを 11ilj付する。

.記載等のポイント

口ファクシミリ等の送受信の日付， 時東，ly( 4を記載する。

口ファクリミリ等'相談内容，指示事項を具体的に記載する。

胆記載例

症例 目 先天性聾， 25歳，小児の頃から内科通院中，緊急指示希望の際は

FAX&電話 (FAX入れた旨)でやり取りしている

0月O日

19: 05 T E L (本人 ・今 FAX した)

19 ・ 10 FAX確認

本日処方薬を昼から内服し，現在，体幹に淳み(+)，腹部と背部にぶ

つぶつがでてきた。

KT36S 腹痛(ー) 下痢(ー) 吐気(一 )

服用前の昼食はうどん。

18時夕食，サラタ\煮物，鶏のから揚げ。

19: 25 F A X送付

服薬中止。一晩緒子見て，明日来院指示。

症状がひどくなるようなら，夜中でも再度 FAX&TE しするように。

(F AXの写し貼付)

※ l 電話等再診は，外来管理

加算，地域包括診療加算及び

認知症地域包括診療加算は算

定できません

また，電話等再診料を算定

する際には，特掲診療料第 l

部医学管理等の費用は算定で

きません

※ 2 平成30年 3 月 3 1 日以前

に， 3 月以上継続して定期的

に，電話，テレビ画像等によ

る再診料を算定していた患者

については，当該医学管理に

係る一連の診療が終了するま

での聞は引き続き算定するこ

とができます。 その場合に

は，時間外加算等文は夜間・

早朝等加算は算定できません

※ 3 同一日における初診又は

再診に附随する一連の行為と

みなされる場合，時間おきに

病状の報告を受ける内容のも

のである場合等は算定できま

せん

※ 4 受診後速やかに送信 して

いなければ算定できません

( 1 ~f~ とどの手段でやり取り

したのか，及びその日時を記

1まします

( 2 患者が病状の変化に医師

の指示を求めています

( 3 送信の時刻が記載され，

速やかに指示をしています

( 4 ファクシミリの写しを貼

付します



A001 再診料「注12J 地域包括診癒加算 図
「注13J 認知症地域包括診療加算 図

地域包括診療加算又は認知症地域包指診療加算は，外来の機能分化の観点か

ら，主治医機能を持った診療所の医師が，継続的かつ全人的な医療を行うこと

について評側したものです 3:: 1 。 地域包括診療加算は，脂質異常疲， 高Jú11王

症， 務i尿病又は認知症のうち 2 以上の疾患を有する R患者が対象であり，認知症

地域包括診療加算は認知症患、者であっ て認知1症以外に l 以上の疾病(疑いは除

く)を有する患者が対象です。

算定に際しては患者の同意が必要であり， 療養上必要な指導及び診療 z を

行い， 他の保険医療機関と述携の上， 患者が受診している医療機関を全て把握

するとともに，処方されている医薬品を全て管理する，健康相談を行うなどが

算定要件となっています。

眉規定[記載][貼付・記載][添付]

1)服薬管理等について [記載1 [貼付 ・ 記載]

他の保険医療機関と述携の上， 患者が受診している医療機関を全て把握す

るとともに， 当該j忍者に処方されている |宍薬品を全て管理 し，診療録に記載
する ;':i 。

Dm  r医薬品の管理HJ とは， 他の医療機|見lで処方されたものも合め，直近

の投策|付容の全てをカルテに記載するとともに，重複投薬や飲み合わ

せ等を含め全て管理するこ と 。 (平26.4.4 医療線事務連絡)

院外処方を行う場合川 は，診療録に お:!ili予版科 し くは保|段通liJ司からの文

書のコピーを I!，'j付，又は， 当該点数のn:~II!fの役薬内容について診療録に記

秘する。

2) 健康相談について [記載]

健康診断や検診の受診勧奨を行い， その紡民等を診療録に記，1戒する。

Dm健康診断 ・検診の受診勧奨を行う必袈があるが，必ず しも受診を行っ

ている必要はない。 なお，患者が企業の健康診断書事を受けた場合は，

その結果を把握 し， あ'i*を診療録に記，1成する等を行う 。

(平26.4.4 医療部事務連絡)

3) 患者の同意について [添付]

当該加mの初回算定H寺 に， r別車引様式47J ."5 を参考に， 当該!心打の著名付

の同13; E!?を作成し，診療録に添付する。 ただし，直近 l 年間に 4 回以上の受

診歴を有する患者については， r別紙様式47J を参考に診療の要点、を説明 し

ていれば，同意の手続きは省略 して差 し支えない。 なお，当該医療機関自ら

作成した文書を用いることでよい。

4) その他 “

E盟高I飢圧症，糖尿病，脂質異常症，認知症の 4疾病のうち重複しない対

象疾病について他医療機関で算定する場合，他の医療機関と述携のう

え，相互の医療機関が各々の診療言 | 匝i を把握する必要ーがある。 その

際， 他の医療機|刻において地域包折診療料又は地域包指診療加算をl?:

Ji:している旨をカルテに記峨する。 (平26 . 4. 10 医療部事務述絡)

.記載等のポイント

ロ (初回算定時) 患者の署名付きの同意書 (別紙様式47)を添付する。

基本 A-3. 基本 A-4 19 

※ l 施設基準を満たす保険医

療機関(診療所に限る)にお

いて，算定できます

※ 2 当該患者を診療する担当

医(慢性疾患の指導に係る適

切な研修を修了した医師)に

より指導及び診療を行った場

合に算定できます

※ 3 必要に応じ，担当医の指

示を受けた看護職員等が情報

の把握を行うこと も可能です

※ 4 原則， I抗内処方です。 |涜

外処方の場合は条例ーがあ りま

す

※ 5 r別紙様式47j → 「地城

包括診療加算 j . r認知症地域

包括診療加f}:j に関する説明

書 ・同意 f~1 (解釈 p 1 265参

J!i日)

※ 6 電子カルテであってもス

キャンがない医療機関がある

が，保存すべきものについて

は，電子媒体又は紙似体をi羽

わない。 (平26.4.4 医療

諜事務述絡)
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口受診している全ての医療機関について記載する。

口他医療機関も含め，直近の投薬内容の全てを記載する。

口 (院外処方) お薬手帳若しくは保険薬局からの文書のコピーを貼付，又

は，当該点数の算定時の投薬内容を記載する。

口 (他医療機関でも当該加算，認知症地域包括診療加算，地域包括診療料

又は認知症地域包括診療料を算定している場合) 医療機関名及ひ.項目名

(診断名含む)等を記載する。

.記載例

症例・高血圧症・高脂血症ほか. 75歳，介護認定なし

※初回算定時に署名付き同意書の添付あり

[受診・服薬等状況]

①00診療所

0年O月O日~ 膝関節症にて消炎鎮痛等処置 2回/W

匝1Ð x x パップ 1 日 2枚14日分月 2 因。

①ムム歯科クリニック

0年O月OB~ 歯石除去，口腔ケア指導等 1 回/M

①自続

療養指導，栄養食事指導及び投薬 1 回/M。血液検査 1 回/3M。

1~1J 1 0ムロジピン錠 5mg (1 x 朝食後) 30日分

リポOス錠 5 (1 x 朝食後) 30日分

11 月 21 臼

( l 全ての受診 . JI日楽状況を

言[!!I遣します

S) 時に顔面の紅潮あるも一時的で改善。 その他特に変化なし。 I ⑨ 2 現病状のほか，他の医療

※ 10/30会社の検診 B P 125/65. 末血一般，生化(肝機能 ・ 腎 | 機関の受診状況等も都度把握
l し，記紋します機能 ・ 血糖)異常なし，胃x-Pで要精検，結果添付 i 

※ 11 ハ 4会社近くの00クリニックで胃・ 十二指腸 E F. T-M施

行。

診断名:胃潰傷。 キ11/28次回通院予約済み

匝1Ð 0スター20mg (分 2x朝夕食後) 14日分

※ 1 1/18 ムム歯科クリニックで麻酔をかけて歯石除去

直亙 力Oナ-Jレ錠300mg (1 @] 1 錠 2 回分) =争宋服用

0) BP: 136/78 p: 72 

胸 ・ 腹部異常所見無し。

A. P) 処方継続にで経過観察。

食事・運動等日常生活の注意事項(内容省略)

来月 12/0. 血液検査予約。食事抜きで来院のこと。

胃潰蕩治療のための00クリニックの次回通院時に，当院で地域包括

診療加算を算定している旨を伝えて，診療状況及び治療方針等の所見

を書いてもらってくるよう指示。その状況をもとに連携を予定。

( 3 当該患者の全人的な医療

を担当するため，継続治療す

る他の医療機関と述携を と り

ます



A001 再診料 「注14J 薬剤適正使用連携加算 図

地域包括診療加算又は認知症地域包括診療加算を算定する患者であって， 他

の保険医療機関に入|涜又は介殻老人保健施設に入所していたものについて，仙

の保険医療機関又は介護老人保健施設(以下，当該項目中「保険医療機関等」

という)と医薬品の適正使用に係る迎携を行った場合の評価で、す。

薬剤jの JJ服用状況や薬剤JJ日用肢に関する情報共有等を行う とともに，入院 ・ 入

所中の内服薬の種類数が，入院 ・ 入所までの内I1眠薬の積類数より少ない場合に

t;l:定できます引 。

患者の同意を得て，入院又は入所までに，入院文は入所先の他の保険医療機

関等に対し，処方内容，薬l護等について情報提供すること，そして，退院又は

退所後 1 か月以内に，調主主した入院・入所中の処方内容について，入|涜 ・入所

先の他の保険医療機関等から情報提供を受けていることが必喜Eです。

.規定[記載]

他の保険医療機関等との情報提供又は述携に |際し，文書以外を用いた場合に

は， 情報提供内容を診療録等に吉山!世する。

.記載等のポイント

口患者から同意を得た旨を記載する。

口 (入院・入所まで) 入院・入所先の他の医療機関等に処方内容';'2 薬

歴等について情報提供をし，その履歴がある問。

口 (退院・退所後 1 月以内) 入院・入所先の他の医療機関等から入院・入

所中の処方内容について情報提供を受け，その履歴があるぬ

口 (入院又は入所先の保険医療機関等に対する情報提供又は連携に際し，

文書以外を用いた場合) 情報提供内容を記載する。

.記載例

症例・ 2型糖尿病，高血圧等. 55歳，地域包括診療加算 1 算定患者

9 月 1 日 ~7 日 A総合病院ヘ糖尿病の食事・運動療法教育入院

8 月 17日

S) A総合病院ヘ入院までの処方内容・ 薬歴等について情報提供を行い，

医薬品の適正について連携する旨を説明。 患者の同意を得る。

O. p) 診療情報提供書を交付 (診療情報提供書の写し添付)

処方内容: ① OイスンO.3mg 3 T (毎食前)

( , ( , ( , ( . @， ①，省略

① マOスリー 5mg 1 T (就寝前)

9 月 8 日

S) A総合病院より入院中及び退院時の処方内容，治療内容等についての
診療情報提供書を受け取る。(診療情報提供書添付)

処方内容 : ①~⑦は同， ③は削除。

0 , P ) 食事，運動療法を取り入れることで睡眠状態が安定し， マOスリ

ーの服用を中止とし， 快眠継続の現況報告あり。このまま維持。

入院前の内服薬 8種=争入院中の内服薬7種 他省略

基本 A-4. 基本 A-5 21 

※ l 退院日文は退所日の腐す

る月から起算して 2 月 iヨ まで

に l 回に|浪り ， 加算できます

※ 2 処方内容には， 当該保険

医療機関以外の処方内容を含

みます

※ 3 ，※ 4 診療情報提供iJJ等

の文書により情報提供をした

場合は控えを添付するなど恨

拠を明示します

( l 患者の同意を得た旨を記

載します

( 2 情報提供に当た って文1!?

を用いた場合は， 写 し等を添

付します(文書以外の場合は

|村谷を記載)

( 3 退院 I か月以内に入院中

の処方内容について， 入院先

の仙の保険医療機|刻から情報

提供を受けています

( 4 内服薬の種類数が減少し

た旨， 言己首長します
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A003 オンライン診療料 図

オンライン診察・ ・ リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデ

オ通話)が可能な情報通信機綴を活用した診察

オンライン診療料は，患者の同意を得た上で，対面診療と オ ンラ イ ン診察を

組み合わせた診療計画を作成し， 計画的なオンライン診察を行っ た場合に算定

します l 。

・対象管理料等代 Zの算定対象となる患者であること

- 対象管理料等を初めて算定した月から 6 月以上経過しているこ と

・ 対象管理料等を初めて算定した月から 6 月の間，オンライン診察を行う医

師と同一の医師により， 毎月対而診療を行っていること

- 対象管理料等を初めて算定した月から 6 月以上経過している場合は， 直近

12月以内に 6 回以上，同一医師と対面診療を行っていること

.規定[記載]

当該計画に沿った計画的なオンライ ン診察を行った際には， 当該診察の内

容，診察を行った rl. 診察|時間等の~点を診療録に記載する。

.記載等のポイント

口患者の同意を得た旨を記載する。

口診療計画を作成・説明し，その要点、を記載又は文書を添付する。

ロオンライン診察の内容，診察を行った日，診察時間等の要点を記載する。

胴記載例

症例:外傷性てんかん， 38歳，男性

(経過) 12歳 ・交通事故により脳挫傷 ・ 急性硬膜下血腫。 00病院に25

日間入院。 入院中全身けいれん発作あり。右半身不全麻簿残存。ムム

病院回復期リハビリテーション病棟にてリハビリテーションを受け，

ごく軽度不全麻揮を残し退院。 以後， 00病院脳外科外来に通院し，

抗けいれん剤の投与を受ける。 年に 1~2囲内服を怠り全身けいれん

発作の再発あり。毎月 1 回受診 (A医師)，抗けいれん斉IJの内服を継続。

4 月O日に患者本人からオンライン診療の希望あり。 オンライン診療

ヘ同意する。 診療計画を作成し説明。次月よりオンライン診療を開始

とする。(診療計画書の写し添付)

診療計画:服薬( 1 日 2 回朝夕 00錠 2錠内服)，月 1 回オンラ

イン診療で状態を報告する，必ず 3 月に 1 回は対面診察 6 月に

1 回は血液一般 ・生化学検査・薬物血中濃度等の検査を実施，発

作があった場合は脳波検査実施， その他注意事項等省略

5 月O日 10: 1 5~10 : 30 オンライン診療 (A医師)

A) 本人確認。 居宅であることを確認。 内服は継続服用し飲み忘れなし。

けいれん発作(ー) 薬疹等の副作用(ー)

S) 服薬・飲み忘れなし(空シート画像)， P; 00, B PO/O (自己
測定結果表の画像) ， 顔色も良好，運動機能に変化なし。

0 , P) 引き続き内服をきちんと行うこと。 万が一，全身けいれん発作が

出た場合は近医の00を受診し，救急対応後に当院を受診する乙と。

※ l 算定上の留意点

. 患者 l 人につき月 l 回に限 り

算定できる

- 連続する 3 月の悶に対而診療

が一度も行われない場合は，

算定できない

※ 2 8000特定疾患療養管理

料， 8001 の r 5 J 小児科療

養指導料， 同 r 6 J てんかん

指導料，同 r7J 難病外来指

導管理!料， 同 r27J 糖尿病

透析予防指導管理料， 8001-

2-9地域包括診療料， 8001-

2- 10認知症地域包括診療料，

8001-3生活習慣病管理料，

C002在宅時医学総合管理11料

又は1016粘z神科在宅患者支

援管理料

( l 患者の同意を得た旨を記

載します

( 2 診療計画を作成 ・ 説明

し，その要点を記載文は文\ll

を添付します

( 3 オンライ ン診望書を行った

日付，診察"寺|品，]，診療内容の

要点を記載します




